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国づくりを支える総合的な手法の確立                  ●研究動向・成果
 

無視できない集落地域の 

国土保全機能 
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（キーワード）  集落地域 国土保全機能 費用対効果 

 

2005年に日本の総人口が戦後始めて減少局面に

入り，社会経済状況が大きく変化する中，地方部

では集落機能の維持が困難な地域も生じてきてい

る．集落においては水路の維持，山林の下草刈り，

生活道路の維持等を通じて国土保全に貢献してい

ると考えられるが，里山等の人工林において間伐

や下草刈りが行われないことによる森林の荒廃な

どの国土保全上の機能の低下も生じてきていると

考えられる． 

 そこで地方部の集落地域の社会的意義を客観

的・定量的に示すことを目的として，集落地域の

国土保全の機能について経済分析の視点から検討

した． 

表-1 集落により得られると考えられる機能 

影響範囲 
 

要素 
当該集落・地域 

周辺地域(生活
圏～ 

都道府県レベ
ル) 

国 
世界 

人間 ・コミュニティ
の維持 

・地域特有の知
識・伝統の維
持 

・国土管理の担
い手の維持 

 ・世界的な伝統文
化・言語の維持

・都市生活者のリ
タイア後の生
活の場の維持

産業 ・観光資産の維
持 

・地場産業の維
持 

・観光資産等
の維持によ
るレクリエ
ーション機
会の維持 

 

・観光資産等の維
持によるレク
リエーション
機会の維持 

・地場産業の維持
による多様な
産物の消費 

人工環境 
（インフ
ラ，田畑，
人工林な
ど） 

・田畑の生産機
能の維持 

・洪水防止機
能維持 

・水源涵養機
能維持 

・土壌浸食抑
止機能維持 

・食糧供給の安定
性 

・森林維持に伴う
CO2 排出量の
低下 

自然環境 
（森林,河
川など） 

・森林や河川の存在自体による安心感の維持 
 

（研究では赤字部分の便益の計測を試行） 

研究では，集落を維持することにより，周辺森

林や田畑の水涵養機能，土砂浸食防止機能も維持

されることとして、それぞれの便益を算出した（原

単位については

各種参考文献を

引用）．また，

森林・田畑等の

機能の維持のた

めの費用や林農

道の維持管理費

等については，モデル地域における自治体の歳出

等ヒアリングにより算出し，国土保全機能の費用

対効果を算出した． 
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�-1は，限界集落周辺の森林の過密林化を防ぐ

ため，周辺集落から通いにより山林の間伐・下草

刈りを実施し，表土の流出防止や水涵養機能など

保全機能を維持した場合の費用と効果を積み上げ

算出したものであり，自然に放置しておいた場合

に比べ費用対効果（B/C）は1.24となった． 

試算ではあるが，集落地域の国土保全機能には

無視できない価値があることが分かり，集落地域

に対する国土保全機能の維持のための施策評価が

可能となる． 

http://www.nilim.go.jp/lab/pcg/（建設経済研究室） 

�-1 集落地域の維持のための費用と効果 

写真-1 沢抜けの様子 

国づくりを支える総合的な手法の確立                  ●成果の活用事例
 

 

調査・設計業務における 

総合評価落札方式の導入効果 
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（キーワード）  業務 総合評価落札方式

 

 �� ���に 

2008 年８月、国土技術政策総合研究所では、大

臣官房技術調査課及び各地方整備局等と共に、「設

計コンサルタント業務等成果の向上に関する懇談

会（座長：小澤一雅東京大学大学院教授）」にお

ける議論を踏まえ、「建設コンサルタント業務等

におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式

の運用ガイドライン（暫定版）」を作成した。本

ガイドラインでは、従来から活用されているプロ

ポーザル方式と試行的に導入された総合評価落札

方式の選定の考え方が整理された。 

 

��総合評価落札方式�� 

入札・契約方式の選定に当たっては、成果品の

「効用（利用者の満足度）」が大きく「費用」が

小さいことが、国民の最大の利益となることを基

本としている。「総合評価落札方式」は、価格と

技術のバランスが総合的に優れた者が落札者とな

る方式であり、価格競争入札方式とプロポーザル

方式の中間に位置づけられる方式であるというこ

とが言える。 

「総合評価落札方式」を導入することにより、

価格の評価に加え技術の評価がなされることにな

り、技術力が低い者が落札しにくく、より高い技

術力を持つ者が有利になること、ならびに低入札

案件の抑止にも寄与することから、調査・設計業

務の成果の品質向上が期待できる。 
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調査・設計業務の総合評価落札方式は、加算方 

式が導入されており、以下の総合評価値が最も高

い競争参加者を落札者としている。 

 

・総合評価値＝価格点＋技術点 

・価格点＝価格点の配分点 

×（１－入札価格／予定価格） 

・技術点：技術提案の妥当性・的確性、業務実

施方針の妥当性、予定管理技術者の技

術力 等（60 点満点） 

価格点の配分点を、60 点、30 点、20 点のいず

れかとすることにより、価格点と技術点との比率

が、１：１、１：２、１：３のいずれかに設定さ

れている。2008 年度 11 月末時点の契約実績にお

ける、落札者の技術点順位は、１位もしくは２位

を占める企業が落札した割合が９割以上を占めて

いる。また、総合評価の試行的導入により低入札

を回避できたと考えられる案件は低入札があった

62 件中 34 件（55%）であった。 
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 ��お��に 

総合評価落札方式に関する制度・運用面での改

善をはじめ本格導入に向けて検討すべき課題は多

い。今後、総合評価落札方式における技術力評価

手法の整合性を確保しつつより多くの発注現場へ

の普及促進に向けて、制度の改善、普及促進に向

けた適用事例の研究を進める予定である。 

http://www.nilim.go.jp/lab/peg/index.htm  
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